

令和８年度


高知市介良乙及び介良丙の各一部地積測定等委託業務
仕様書

















高知市 地籍調査課


総則
（適用範囲）
本仕様書は、高知市（以下「甲」という。）が国土調査法に基づき実施する地籍調査（ＦⅡ－２、Ｇ工程、地籍図複製）に適用する。
（準拠図書等）
第1条 受託者（以下｢乙｣という。）は、本業務の履行にあたっては、契約図書（委託契約書、設計書、仕様書及び特記仕様書を含む。）及び次の法令等に従って行うものとする。
国土調査法（昭和26年法律第180号）
国土調査法施行令（昭和27年政令第59号）
国土調査法施行規則（平成22年国土交通省令第50号）
地籍図作成要領について（令和３年国不籍第489号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）
地籍簿作成要領について（令和３年国不籍第581号国土交通省不動産・建設経済局地籍整備課長通知）
地籍調査事業工程管理及び検査規程（平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知）
地籍調査事業工程管理及び検査規程細則（令和３年国不籍第578号国土交通省大臣官房 土地対策審議官通知）
地籍調査作業規程準則（昭和32年総理府令第71号）
地籍調査作業規程準則運用基準（平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通知）
地籍調査成果電子納品要領（令和７年４月国土交通省不動産・建設経済局）
地籍調査成果電子納品に関する事前協議ガイドライン（平成28年４月国土交通省土地・建設産業局）
その他関係法令、規則及び通知等で協議により必要と認めるもの
前項各号の法令等が改正されているときは、常に最新のものを用いるものとする。
（監督職員の通知）
甲は、委託契約を締結したときは、遅滞なく委託業務の監督職員を決定し、乙に通知するものとする。
（資料の貸与）
甲は、委託契約を締結したときは、速やかに次の資料を貸与するものとする。
1. 令和７年度　高知市介良乙及び介良丙の各一部地籍測量委託業務
令和７年度　高知市介良乙及び介良丙の各一部一筆地調査委託業務
1. 甲は、本業務と別に発注する令和８年度　高知市介良乙及び介良丙の各一部一筆地調査及び地籍簿作成・閲覧等委託業務の成果品が納品されたときは、その成果品を遅滞なく乙に貸与するものとする。
1. 乙は、本業務の完了又は本契約の終了の際、前２項の資料を甲に返還しなければならない。
［資料の貸与］
乙は、本業務の履行に必要な資料の貸与を、書面により甲に請求することができる。
甲は、前項の請求に係る資料を現に保有しているときは、速やかに受託者に貸与するものとする。
前項の請求に係る資料を他の機関から取得する必要があるときは、甲はその旨を乙に通知し、取得後速やかに貸与するものとする。
乙は、本業務の完了又は本契約の終了の際、前項の請求に係る資料を甲に返還しなければならない。
（秘密保持）
乙は、業務上知り得た情報について外部に漏らしてはならない。また、貸与を受けた資料を許可なく複写及び加工してはならない。
（検査）
地籍調査各工程の検査は、各工程の成果取りまとめの都度に行うものとする。
1. 業務履行確認の検査は、委託業務完了後、管理技術者の立ち合いのうえ行うものとする。
（成果品の品質保証）
乙は、乙の過失又は粗漏に起因する成果の誤り等が認められたときは、委託期間終了後であっても、自己の費用負担により速やかに再調査その他必要な措置を講じなければならない。
（疑義の申出）
乙は、業務の履行に当たって疑義が生じたときは、書面により甲に申し出なければならない。
業務概要
（業務対象工程）
本業務で実施する地籍調査事業の工程は、次のとおりとする。
1. 地籍図原図の作成		ＦⅡ－２工程
1. 地積測定			Ｇ工程
1. 地籍図複製（複図）	Ｈ工程の一部
1. ＦⅡ－２工程とＧ工程とは、併せて実施するものとする。
1. Ｈ工程は、甲が本業務と別に発注する令和８年度　高知市介良乙及び介良丙の各一部一筆地調査及び地籍簿作成・閲覧等委託業務の成果に基づき作成するものとする。
（業務内容の諸元）
本業務の諸元は、次のとおりとする。
1. 調査地域（単位区域、計画区）	高知市介良乙及び介良丙の各一部
1. 調査地域の面積			0.23㎢
1. [bookmark: _GoBack]調査前の筆数			1,469筆
1. 調査前の一筆平均面積		157㎡
1. 調査後の筆数（想定）		936筆
1. 調査後の一筆平均面積		246㎡
1. 筆界点の数			5,145点
1. 精度の区分			甲三
1. 縮尺の区分			250分の１
1. 傾斜区分				緩傾斜地
1. 視通障害区分			市Ⅰ
1. 一筆の形状による区分		不整形
1. 計画区全体の形状の区分		Ⅲ　［(周長)２/面積 ＝ 189］
1. 地籍測量の方式			地上法
（打合せ）
打合せは、業務計画策定時、中間時、成果取りまとめ時に行うものとする。
1. 乙は、前項の打合せその他の協議をしたときは、その内容を記録し、速やかに甲に報告するものとする。
（業務着手届等）
乙は、業務に着手したときは、遅滞なく次の届出書を作成し、甲に提出しなければならない。
1. 業務着手届
1. 主任技術者届
（作業実施計画）
乙は、業務に着手したときは、速やかに作業実施計画書を作成のうえ甲に提出し、その内容について甲の承認を得なければならない。また、当該計画を変更するときも同様とする。
（主任技術者）
主任技術者は、一般社団法人日本国土調査測量協会が認定する地籍調査管理技術者であること。
（進捗状況報告）
工程管理者は、毎月の業務の進捗状況を、その月の終了後速やかに書面により報告しなければならない。
1. 甲は、業務の進捗状況を把握する必要があるときは、前項の規定に関わらず工程管理者に進捗状況の報告を請求することができる。
1. 工程管理者は、前項の請求があったときは、遅滞なく進捗状況を取りまとめ報告をしなければならない。
作業要領
作業要領
（ＦⅡ－２工程：地籍図原図の作成）
地籍図の作成は、地籍図作成要領（令和３年３月２日制定）に従って行うものとする。
（Ｇ工程：地積測定）
地積測定は、現地座標法により行うものとする。
（Ｈ工程の一部：地籍簿複製（複図））
地籍図の写しは、次に掲げるところに従って複製するものとする。
1. 地籍図と同一の縮尺であること。
1. ひずみがなく、かつ、鮮明であること。
1. 原図用紙は、ポリエステルベース♯300を標準とする。
成果品
（成果品）
本業務の記録及び成果の目録は次のとおりとし、正本１部及び副本２部（計３部）を紙媒体と電子媒体により納品するものとする。
	作業単位
	記録及び成果

	各単位作業共通
	1 工程表
2 検査成績表
3 その他工程上必要な資料

	ＦⅡ－２工程
地籍図原図の作成
	1 筆界点番号図
2 地籍図一覧図
3 仮作図
4 地籍図原図
5 地籍明細図（必要に応じ作成）

	Ｇ工程
地積測定
	1 地積測定観測計算諸簿
2 地積測定成果簿
3 筆界点座標値等の電磁的記録
4 精度管理表

	Ｈ工程の一部
地籍図複製（複図）
	1 地籍図の写し


（注）電子媒体は、ウイルスチェックを行ったうえで納品すること。
雑則
（身分証明書及び土地立入）
甲は、作業従事者名簿に基づき国土調査法第24条第３項の身分証明書を作成し、乙に交付するものとする。
1. 乙は、業務の実施にあたっては、前項の身分証明書を常時携帯し、土地所有者等の請求があればこれを提示しなければならない。
乙が調査のために他人の宅地又は垣、柵等で囲まれた土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者等、又は既住者にその旨を通知しなければならない。
乙は、業務終了後速やかに身分証明書を甲に返納しなければならない。
（保安）
乙は、本業務中交通の妨害となるような行為はもとより、公衆に迷惑を及ぼさないよう次の各号により、作業をしなくてはならない。
1. 乙は、交通及び保安に関係ある作業については、あらかじめ所轄官庁と十分な打合せのうえ実施しなければならない。
業務に従事する者は、常に言動に注意し、無益な摩擦や紛争を起こさないよう努めなければならない。
本業務中事故が生じた場合は、所要の措置を講ずるとともに事故発生の原因、経過及び事故による内容について速やかに甲に連絡しなければならない。
5
